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１．分野別基本方針

全体構想に基づき 「土地利用・住環境 「交通体系・道路環境 「公園・緑地・都市、 」、 」、

緑地 「都市景観 「都市防災 「町民参加」の６本の柱で基本的方向を展開します。」、 」、 」、

分野別の体系は、次に示す基本的方向の柱に基づいて定めます。
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秩序ある土地利用の推進 都市と自然の共生

分　　　　　野 基本的方向の柱 目指すべき効果

計画的な都市的土地利用の推進 コンパクトな市街地形成

まちの拠点づくり（中心市街地活性化）の推進 まちの活性化

安心して住み続けられる住宅づくり 住宅の安定供給

日常生活を支える都市施設の整備 生活環境の確保と向上

広域的な道路交通体系の整備

円滑な市街地内交通体系の整備

土地利用と連動した生活道路の整備と
　　　　　　　　　　　　人にやさしい道路空間の整備

交通体系における骨格の確立

交通ネットワークの確立

快適で安全な道路空間の確保

快適な交通施設の整備 快適な日常生活の確保

水と緑のネットワークづくり 水と緑のﾈｯﾄﾜｰｸの形成
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・

道路環境

利用ニーズに対応した公園・緑地の適正な配置と整備 憩いと交流の場の確保と利用度の向上

緑豊かな都市環境づくりと
　　　　　　　　　　　　　町民参加による緑化の推進

快適な都市生活の向上と緑化意識の高揚
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魅力ある都市景観の形成 個性ある都市景観の形成

町民参加による都市景観の形成 景観意識の高揚
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災害に強い都市基盤づくりと
　　　　　　　　　　　災害時における防災体制の充実

防災機能の充実と日常生活の安心の向上
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町民参加型まちづくり組織の確立 人材の育成

まちづくり情報の共有化 まちづくり活動の活性化
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Ⅲ．分野別構想


